
，、
イ

六
六
九

れ
て
ゐ
る
。
江
戸
間
制
限
屋
茂
兵
衛
等

・
京
都
出
雲
寺

一
の
が
あ
っ
た
の
で
、
滞
は
市
市
野
に
於
い
て
そ
の
者
を

文
治
郎
等
級
。
叉
別
に
線
部
河
内
陸
和
助
疲
の
も
の

一
際
刑
に
出
陣
し
た
こ
と
が
あ
る
。
泊
時
宜
永一
五
年
八
且

も
あ
る
。

一
官
三
日
附
の
金
制川
町
中
定
都
に
、『
一
、
於
町
中
傾
城

バ
イ
シ
ツ
ツ
ケ
ア
ヒ
シ
ユ
ウ

梅
室
附
合
集
こ
一
脱
出
合
起
竪
〈
御
停
止
之
堺
。
一

、
常
町
風
呂
同
居
諮

加
。
文
政
十

一
年
伊
勢
の
泊
所
編
。
乾
の
容
は
脇
・第

一
女
之
原
、
妄
之
作
法
有
之
に
就
い
て
は
、
宿中山
可
お

=一
・第
四
・第
五
・
且
花
開
市
に
分
か
ち
て
、
制
絡
の
附

一
曲
言
明。
』
と
級
世
、
十
四
年
三
且
什
訂
日
附
の
定
書

合
の
附
を
示
し
、
坤
の
傘
は
混
紙
の
部
で
あ
る
。

一
に
も
亦
之
を
繰
返
し
て
搬
に
取
締
っ
た
か
ら
、
そ
の

パ
イ
シ
ツ
ホ
ツ
ク
シ
ユ
ウ

梅
室
設
句
集
二
加
。

一
酎
抑
留
〈
若
し
か
ら
ざ
る
に
京
っ
た
。
こ
の
後
と
い
へ

府
柿
宇
中
と
角
訟
が
あ
り
、
方
削
倒
的
集
を
刑
制
し

一
ど
も
隠
政
女
の
副
知
が
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
元

た
も
の
o
w
針
永
成
の
と
し
秋
入
且
限
生
組
主
人
的
玄

一
一
脚
三
年
十
万
悶
悶
寺
に
於
い
て
前
田
利
常
の
三
十
三

の
序
と
柳
町駅
の
訟
と
を
裕
へ
、
金
棚
仰
集
利
堂
の
阪
で
一
回
忌
法
合
を
径
ん
だ
後
、
先
に
談
牢
に
磁
せ
ら
れ
て

あ
る
。
又
別
に
柳
部
の
編
し
た
府
補
取
正
腕
室
投
句

一
ゐ
た
遊
女
十
九
人
を
能
奇
奥
部
に
琉
し
た
こ
と
あ
る

袋
二
加
が
あ
っ
て
、
殺
到
底
九
兵
衛
与
の
安
政
四
年
一
に
見
る
も
、彬
の
彼
等
に
封
す
る
態
度
が
知
ら
れ
る
。

仮

行

す

る

腕

に

係

る

。

一

か

〈

て

m
M
女
に
闘
す
る
禁
制
は
、
宜
保
=
一
年

・
明
利

パ
イ
シ
ツ
リ
ヨ
ウ
ギ
ン
シ
ユ
ウ

梅
室
雨
吟
集

一
一一一年
・天
明
五
年
容
に
刻
々
と
し
て
令
を
新
た
に
せ

二
加
。
務
室
が
門
人
大
治

・
淳、
製
容
と
試
み
た
耐
吟

一
ら
れ
た
に
抑
ら
ず
、
怖
の
下
る
に
従
ひ
、
波
野
川
似

の
側
踏
附
合
の
み
を
帆
録
し
た
も
の
で
あ
る
o
序
に

一
脅
坂
・四
糾
町
・
貨
問
寺
嬰
門
坂
・
開
川
思
惑
・従ヶ
町

天
保
九
年
四
ね
年
風
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
昨
開
室
の
訟
に

一
等
の
所
々
に
m
H
女
の
巣
路
が
あ
っ
た
外
、
焔
女
を
泌

『
不
信
古
闘
に
杖
を
停
め
て
よ
り
、
と
し
の
矢
の
い

一
行
宿
泊
せ
し
め
る
出
合
屋
も
亦
盆
時
間
に
な
っ
た
。

卯

ち
は
や
く
、
六
た
び
の
春
秋
を
鼠
ぬ
0
』
と
あ
る
か
一
反
茶
屋
町
の
如
き
も
、
後
川
遊
廓
の
起
る
前
阪
に
こ

ら
、
天
保
五
年
乃
平
一
十
年
在
加
到
巾
の
作
で
あ
る
o

一
の
地
名
が
あ
っ
た
の
で
、
亦
そ
の
税
制
困
地
で
あ
っ
た

金
仰
松
浦
議
助

・
同
八
兵
衛
彼
。
こ
の
お
は
ま
た
判断
一
こ
と
を
思
ふ
べ
〈
、
浅
野
川
母
由
民
間
も
捌
姿
水
の
者

永
二
年
五
且
に
抽
出
時
十
河
内
腿
誇
択
術
開
す
か
ら
刊
刊
さ

一
越
沼
白
披
に
、
『
共
ほ
と
b
は
風
日
の
出
町
邸
多
く
、

れ
て
ゐ
る
o

一
城
下
の
円
さ
へ
忽
ぶ
の
里
も
の
多
〈
か
〈
し
、
表
に

パ
イ
ジ
ヨ

資
女

元
利
六
年
金
制
仰
を
民
泊
す
る

一
桜
子
の
魂
を
う
こ
か
し
、
窓
夜
入
ひ
た
る
人
多
し
。
』

浅
野
川
の
下
流
を
訓
捺
し
て
、
石
川
部
宮
腿
・大旧日
・
一
と
記
さ
れ
て
阿
る
。
か
〈
の
如
く
間
以
女
は
公
然
の
秘

削
今
附
等
か
ら
物
質
を
城
下
に
迎
削
し
得
べ
か
ら
し
一
一
間
と
し
て
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
迭
に
文
政
三
年
に

め
、
凶
っ
て
之
を
捌
川
と
い
ひ
、
そ
の
終
翻
を
揚
剣

一
至
っ
て
金
却
に
経
廊
の
紋
む
を
見
る
に
芸
っ
た
の
で

と
融
制
し
た
が
、
附
近
忽
ち
殿
山
町
を
加
へ
妓
般
叫
引
を
列

一
あ
る
。
こ
の
外
に
加
到

・
能
殺
二
凶
巾
で
、
早
〈
遊

ね
た
。
次
い
で
w
H
永
中
減
下
所
々
に
遊
女
が
あ
。
、

一
女
の
公
許
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
に
、
大
場
寺
滞
領
の

お
に
多
く
村
山
肌
の
徒
を
生
じ
た
か
ら
、
滞
は
問
器
行

一
能
楽
油
市
と

土
方
氏
鎮
の
羽
咋
郡
四
町
と
が
あ
っ

に
命
じ
て
禁
止
せ
し
め
た
。
次
い
で
開
川
の
惣
併
に

一
た
。

』
ユ
ウ
カ
ク
遊
廊
。

風
呂
屋
を
密
み
、
湯
女
を
抱
へ
て
淫
を
間
同
が
ぜ
る
も
一

パ
イ
ジ
ョ
ウ
ロ
ク

梅
城
銭

一
加
。
栴
凶
寺
果

ハ
イ
ハ
ン
チ
ケ
ン

陵
選
毘
照
明
治
凶
年
四
且

金
樽
滞
知
郁
前
旧
陸
峨
東
上
し、

七
且
三
日
邸
任
の

途
に
上
っ
た
が
、
十
四
日
昭
を
下
し
、
滞
を
服
し
て

豚
を
置
き
、
器
知
事
を
憎
め
、
際
治
一
定
の
鋭
則
成

る
に
-
主
る
ま
で
大
挙
事
以
下
留
〈
抽
出
に
依
っ
て
際
務

を
執
り
、
特
に
璽
大
の
事
件
は
靭
裁
を
符
つ
べ
〈
、

穏
設
も
亦
一
時
に
臨
む
る
の
不
可
な
る
を
以
て
、
本

年
は
向
部
慣
に
従
ふ
べ
き
を
告
げ
給
う
た
o
m出閉山
4

乃

ち
十
七
日
金
揮
に
脅
し
、
之
を
管
内
に
布
告
し
、
是

よ
り
金
制
押
滞
は
金
梅
原
と
な
っ
た
。
大
型
車
寸
滞
も
亦

十
四
日
の
詔
と
共
に
駿
せ
ら
れ
て
、
大
型
寺
訴
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

居
者
。
呆
躍
は
も
と
江
沼
郡
僧
屋
夫
紳
に
怒
仕
し
て

居
た
か
ら
、
官
公
の
神
徳
を
開削
す
る
鈴
七
言
絶
句
二

十
五
章
を
載
せ
、
そ
の
註
に
侭
勾
の
訟
を
M
L
、
傍

ら
官
公
の
俸
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
果
陪
は
天
授

五
年
に
生
ま
れ
た
人
。

パ
イ
セ
ツ
ア
ン

梅
雲
庵

金
様
の
M
M
風
例
入
の

庵
獄
。
浅
野
屋
北
州
初
め
て
之
を
務
へ
、
抑
井
純
下

そ
の
こ
代
を
帯
し
た
。

ハ
イ
ゼ
ン
ヤ
ヲ

配
跨
役

滞
侯
の
蹄
邸
給
仕
の

任
に
泊
る
も
の
で
、
表
小
静
の
中
か
ら
任
命
し
、
務

末
に
は
民
政
入
人
あ
っ
た
。
し
か
し
古
〈
前
回
綱
紀

の
時
代
に
は
奥
小
将
の
勤
務
で
あ
っ
た
。

パ
イ
す
ウ
イ
ン

梅
窓

院

加

賀
滞
主
第
五
代
附

問
綱
紀
の
女
で
前
回
挙
資
夫
人
に
な
っ
た
盟
蝋
の
法

制
批
。
昨
し
く
は
梅
慾
院
且
慾
綻
番
大
M
W
。

バ
イ
ド
ウ

梅
堂

』
ウ
ス
ヰ
バ
イ
ド
ウ
碓
井

梅
堂
。バ

イ
ト
ン
シ
ユ
ウ

梅
犠
集

前

m綱
紀
白
慣
の

都
文
自
書
後
題
政
三
百
八
十
六
編
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
が
、
間
臣
の
代
作
も
あ
る
。
梅
敬
と
い
ふ
の
は

綱
紀
の
蹴
で
あ
る
。

パ
イ
リ
ン
チ
ヤ
ダ
ン

梅
林
茶
設
一
加
。
天
保

十
二
年
京
備
態
治
兵
衛
仮
。
大
坂
の
俳
人
反
古
崎
天

来
は
点
徳
の
流
を
汲
む
の
従
で
、
務
室
の
俳
風
を
攻

間
取
す
る
岱
、
前
年
制
措
七
草
を
刊
行
し
た
。
凶
っ
て

梅
室
は
之
に
答
へ
て
こ
の
也
を

出
し
た
も
の
で
あ

る
。
油
田
東
九
起
践
。

パ
イ
リ
ン
ユ
ウ
ジ
ヤ
h
y

バ
イ
フ

梅
夫

l
ウ
ス
ヰ
バ
イ
フ
碓
引
梅
夫
。

パ
イ
ホ
ウ
イ
ン

梅
莞
院

大
型
寺
帯
主
第
七
代

前

m利
物
の
側
室
前
川
民
の
法
悦
。
詳
し
〈
は
組
問
芳

院
前
倒
祭
林
大
都
定
尼
。

パ
イ
ホ
ン
イ
ン
梅
本
院

金

m小
政
川
町
彼
者
守

の
塔
巾
で
あ
っ
た
が
、
限
安
二
年
六
且
十
七
日
制
銀

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
幸
一
舵
開
中
行
か
ら
作
品
退
を
命
ぜ
ら

L
こ。

4
4
1
 

ハ
イ
リ
ヨ
ウ
チ

拝
領
地

金
神
的
域
下
で
は
、

務
士
又
は
同
絡
の
あ
る
寺
枇
又
は
町
人
の
邸
地
を

滞
侯
か
ら
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
が
あ
る
。
之
を
界

街
地
と
い
う
て
、
刺
殺
を
説
的
し
な
か
っ
た
。
絡
却

に
あ
る
給
人
・寺
枇
・剛
入
に
も
奔
街
地
を
受
け
る
も

の
が
あ
り
、
そ
の
界
街
地
は
引
お
に
せ
ら
れ
た
。

パ
イ
リ
ン
イ
ン

梅
林
院

能
袋
榔
小
松
制
天
総

宮
の
別
作
品
開
山
を
僻
す
る
。
明
山
間
四
年
花
野
か
ら
徴
さ

れ
た
松
山
岩
崎
能
附
に
初
。
、
子
原
町
製
し
て
天
台
宗

に
回
し
た
。
そ
の
能
阪
は
従
永
三
年
十
一
且
世
入
日

夜
し
、
二
代
際
部
祉
部
将
円
相
陥
大
徳
は
元
文
四
年
五

且
七
日
政
し
、
三
代
治
問
出
世
間
器
能
俊
大
徳
(
能
俊

は
ま
た
能
阪
の
父
と
同
じ
く
能
界
と
も
也
い
た
。
〉
は

安
永
二
年
四
且
十
五
日
間四し
、
四
代
問
泌
枇
藤
桂
耐

阪
大
徳
は
天
明
六
年
正
且
官
七
日
間
間
し
、
泊
代
金
一
辿

枇
采
器
能
路
大
徳
は
文
政
四
年
九
且
十
凹
日
聞
出
し

た
。
後
能
正

・
附
品
川
相
綴
ぎ
、
能
怨
の
明
治
制

一年

四
日
す
る
に
至
る
。

貝
林
伐
籍

町
洞
宗
の


